
 

介護予防・日常生活支援総合事業 

第１号訪問事業（訪問介護相当サービス）契約書別紙（兼重要事項説明書） 

 

 あなた（利用者）に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明

すべき重要事項は、次のとおりです。 

１.事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 ニセコ町社会福祉協議会 

事業所の所在地 ニセコ町字富士見９５番地（ニセコ町民センター内） 

代表者名 会 長  三 橋 範 夫 

設立年月日 昭和６３年１０月１９日 

電話番号 （０１３６）４４－２２３４ 

 

２.ご利用事業所の概要 

ご利用事業所の名称 ニセコ町社会福祉協議会訪問介護事業所 

サービスの種類 第１号訪問事業（訪問介護相当サービス） 

事業所の所在地 ニセコ町字富士見９５番地（ニセコ町民センター内） 

電話番号 （０１３６）４４－２２３４ 

事業所番号 ０１７２２００１１５ 

管理者の氏名 芳 賀 善 範 

サービス提供地域 ニセコ町 

 

３.事業の目的と運営の方針 

事 業 の 目 的 

適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関す

る事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研

修の修了者が、要介護状態又は要支援状態にある高齢

者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的

とする。 

運 営 の 方 針 

事業所の訪問介護員は、要介護者等の心身の特性を踏

まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その

他の生活全般にわたる援助を行う。 

事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・

医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な

サービスの提供に努めるものとする。 
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４.営業時間 

営 業 日 
月曜日から金曜日まで 

※ただし年末年始（１２月３１日から１月５日）を除

きます。 

営  業  時  間 ８時３０分から１７時１５分まで 

 

５.事業所の職員体制等 

職     種 人  員  数 

介護福祉士 常勤２名 

看護師 非常勤１名 

 

事業所のサービス提供の責任者は下記のとおりです。 

サービスの利用にあたって、ご不明な点やご要望等ありましたら、何でもお申し出下

さい。 

サービス提供責任者 佐々木 裕美子 

 

６.提供するサービスの内容 

 第１号訪問事業（訪問介護相当サービス）は、訪問介護員が利用者のお宅を訪問し、

入浴、排せつや食事等の介助、調理、洗濯や掃除等の家事など、日常生活上の世話を

行うサービスです。 

具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。 

身体介護 

利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要

な機能を高めるための介助や専門的な援助を行います。 

例）起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介

助、清拭、入浴介助、体位交換、服薬介助、通院・外出介助など 

生活援助 
家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。 

例）調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理など 

 

７.サービスの利用に関する留意事項 

 サービスの利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（訪問介護員の禁止行為） 

訪問介護員は、サービスの提供にあたって、次の行為は行いません。 

①医療行為 

②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

④利用者の同居家族に対するサービス提供 

⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供（大掃除、庭掃除など） 

⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑦身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑧その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷

惑行為 

（保険給付として不適切な事例への対応について） 



（１）次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサ  

ービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。 

①「直接本人の援助」に該当しない行為 

主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される

行為 

・利用者以外のものに係る洗濯、調理、お買い物、布団干し 

・主として利用者が使用する居室等以外の掃除 

・来客の応接（お茶、食事の手配等） 

・自家用車の洗車・清掃等 

②「日常生活の援助」に該当しない行為 

訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為 

・草むしり 

・花木の水やり 

・犬の散歩等ペットの世話 等 

・日常的に行われる家事の範囲を超える行為 

・家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え 

・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ 

・室内外家屋の修理、ペンキ塗り 

・庭木の剪定等の園芸 

・正月、節句等の為に特別な手間をかけて行う調理等 

 

８.利用料 

利用者がサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支

払いただく「利用者負担金」は原則として負担割合証に応じた基本利用料の１割～

３割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、

超えた額の全額をご負担いただきます。 

（１）第１号訪問事業・訪問介護相当サービスの利用料 

【基本部分】※身体介護及び生活援助 

内  容 
算定根拠（単価）

/月 

利用者負担 

（１割） 

利用者負担 

（２割） 

利用者負担 

（３割） 

週１回利用 １１，７６０円 １，１７６円 ２，３５２円 ３，５２８円 

週２回利用 ２３，４９０円 ２，３４９円 ４，６９８円 ７，０４７円 

週３回利用 ３７，２７０円 ３，７２７円 ７，４５４円 １１，１８１円 

 

上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された 

場合は、これら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新

しい基本利用料を書面でお知らせします。 

※要支援１の方は週２回までの利用となります。 

また、請求時において所定単位数の合計に対し、離島等に対する「特別地域加算」

１５％・「介護職員処遇改善加算Ⅲ」１８．２％を加算して算定することになり

ます。 
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【加算】※初回加算 

新規に（過去２月に当事業所からサービスの提供を受けていない場合も含みます。）

訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に開始した訪問介護と同月内に、サ

ービス提供責任者が自ら訪問介護をする場合、または他の訪問介護員などが訪問介

護をする際に同行訪問した場合。 

内容 
算定根拠（単価）

/月 

利用者負担 

（１割） 

利用者負担 

（２割） 

利用者負担 

（３割） 

基本利用料金/月 ２，０００円 ２００円 ４００円 ６００円 

（２）キャンセル料 

利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャン

セル料をいただきます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事

情がある場合は、キャンセル料は不要とします。また、訪問介護相当サービスは、

利用料が月単位の定額のため、キャンセル料は不要とします。 

時  期 キャンセル料 

サービス利用日の前日まで 無 料 

サービス利用日の当日 利用者負担金の１００％ 

（３）支払い方法 

上記（１）及び（２）の利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめ

て請求します。翌月１８日に、ご指定の金融機関の口座から引き落としさせていた

だきます。尚、事業者は利用者から利用料の支払いを受けたときは、利用者に対し

て領収書を発行します。 

 

９.サービスの提供にあたって 

（１）サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証に記 

載された内容（被保険者資格、利用者負担の割合、要介護認定の有無及び要介護認   

定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場

合は速やかに当事業者にお知らせください。 

（２）利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに

当該申請が行われるよう必要な援助を行います。 

（３）利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画（ケアプラン）」

に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達

成するための具体的なサービスの内容等を記載した「訪問介護計画」を作成します。

なお、作成した「訪問介護計画」は、利用者又は家族にその内容の説明を行い、同

意を得た上で交付致しますので、ご確認いただくようお願いします。 

（４）サービス提供は「訪問介護計画」に基づいて行います。なお、「訪問介護計画」

は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更する事がで

きます。 
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（５）訪問介護員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事

業所が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配

慮を行います。 

 

１０.虐待の防止について 

 事業者は、利用者等の人権擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次

に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 管理者 芳 賀 善 範・サービス提供責任者 佐々木 裕美子 

 

（２）虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従

業者に周知徹底を図っています。 

（３）虐待防止の為の指針を整備し、本会ホームページサービスにて閲覧可能にして

います。 

（４）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親

戚・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

これをニセコ町及び関係機関に通報します。 

 

１１.感染対策・衛生管理について 

 （１）感染の予防及びまん延防止の為の対策を検討する委員会を概ね６ヶ月に１回以

上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。 

（２）感染症の予防及びまん延防止の為の指針を整備しています。 

（３）感染症の予防及びまん延防止の為の研修及び訓練を定期的に実施します。 

（４）訪問介護員等の清潔保持及び健康管理について、必要な管理を行います。 

（５）事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

 

１２.業務継続計画の策定等/非常災害対策 

  非常災害その他緊急の事態に備えます。非常災害時には必要な措置を講じます。 

（１）定期的に感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画の見直しを行

い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

（２）感染症及び災害に係る研修を定期的に（年１回以上）行います。 

（３）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施します。 

（４）感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるように訓練します。 

（５）原子力防災については、本町地域防災計画に基づく避難等措置計画の支持基準

の例によるものとします。 
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１３.守秘義務 

事業者及びサービス従業者は、次のとおり守秘義務を遵守します。 

（１）従業者は、業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密及び個人情報について

は、第三者の生命・身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合を除いて、第

三者に漏らす事はありません。 

（２）従業者は、退職後も在職中に知り得た秘密及び個人情報を他に漏らす事のない

ように誓約しています。 

（３）個人情報を用いる場合には、利用者及びその家族の同意を得ない限り、サービ

ス担当者会議等において、個人情報を用いません。 

 

１４.事故発生時の対応 

  サービスの提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、

次の損害賠償保険の適用によりその損害を賠償します。ただし、自らの責めに帰す

べき事由によらない場合は、この限りではありません。 

◇ 保険会社名   損害保険ジャパン株式会社「社協の保険」 

◇ 保障の概要  〈損害補償〉   受託物賠償・・・・・・・ １００万円 

                初期対応費用・・・・・・・５００万円 

       〈対人見舞い費用〉死亡・・・・・・・・・・・・１０万円 

                入院・・・・・・・・・・・・・３万円 

                通院・・・・・・・・・・・・・１万円 

       〈賠償責任補償〉 対人・対物事故・・・２億円（限度）等 

１５.緊急時における対応方法 

  サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じた時は、

速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

●緊急連絡先 

連
絡
先
１ 

氏  名 （続柄：     ） 

住  所  

電話番号 固定           /携帯 

連
絡
先
２ 

氏  名 （続柄：     ） 

住  所  

電話番号 固定           /携帯 

主
治
医 

病 院 名  

医 師 名  

住  所  

電話番号  
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１６.苦情申立窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

社会福祉法人 

ニセコ町社会福祉協議会 

（管理者 芳 賀 善 範） 

所在地  ニセコ町字富士見９５番地 

電話番号 ０１３６－４４－２２３４ 

FAX番号  ０１３６－４３－２６５５ 

対応時間  月～金曜日              

８時３０分～１７時１５分 

（祝祭日及び１２月３１日～１月５日ま

でを除く） 

 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てる事が出来ます。 

ニセコ町地域包括支援センター 

（ニセコ町役場保健福祉課） 

電話番号 ０１３６－４４－２１２１ 

AＦＡＸ  EA番号 ０１３６－４４－３５００ 

ニセコ町在宅介護支援センター 

 （居宅介護支援事業所） 

電話番号 ０１３６－４４－１９６０ 

AＦＡＸ  EA番号 ０１３６－４４－１９５０ 

北海道国民健康保険団体連合会 電話番号 ０１１－２３１－５１６１ 

 ※対応時間等については各機関へお問い合わせ下さい。 

 

令和  年  月  日 

 

事業者は、利用者へのサービスの提供開始にあたり、上記重要事項を説明しました。 

 

事 業 者    所在地     虻田郡ニセコ町字富士見９５番地     

事業者名  社会福祉法人          

     ニセコ町社会福祉協議会訪問介護事業所 

 

                   代表者名 会 長    三 橋 範 夫  ㊞   

 

               説明者名 サービス提供責任者 佐々木 裕美子  ㊞   

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

また、この文書が契約書の別紙（一部）となる事についても同意します。 

 

     利 用 者   住 所                      

          氏 名                      

      代 理 人   住 所                      

氏 名                        
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